
教職課程

文 化 学 部

教職課程

外国語学部
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

１．取得できる免許状の種類及び教科 ２．免許状取得に必要な基礎資格と最低修得単位数

中学校教諭
一種免許状

４

２

２

数理、データ活用及び
人工知能に関する科目

又は情報機器の操作(２)
２

33

29

28

24

０

６

教職課程に関する相談
教職課程の履修相談及び教員免許
状取得に関する質問等がある場合
は、教職課程教育センターへ来室
してください。

教職に関する資料
教職課程教育センターの書架に、
教員採用試験問題集、中学校及び
高等学校の教科書等を置いていま
す（貸出可）。また、図書館の資
格・就職コーナー、雑誌コーナー
にも教職に関する資料（教科書は
除く）があります。積極的に活用
してください。

教職課程に関する掲示
教職課程に関する重要なお知らせ
は、電子掲示板POSTに掲出しま
す。必ず１日に１回は確認するよ
うにしてください。

英語学科

英　　　語
ド イ ツ 語
フランス語

英　　　語
ド イ ツ 語
フランス語

ヨーロッパ
言語学科

※英語の教員免許状はすべての学科で取得可能で
　す。ドイツ語・フランス語・中国語の教員免許
　状については、該当の学科で各言語を専攻して
　いる場合に限ります。国語の教員免許状につい
　ては、日本語・コミュニケーション専攻に限り
　ます。

国　　　語
英　　　語
中　国　語

国　　　語
英　　　語
中　国　語

アジア
言語学科

外国語学部で中学校及び高等学校の教員を志望する人のために、以下に示す教職課程が設けられています。専攻

の専門教育科目など卒業に要する単位を修得するとともに、教育職員免許法及び同施行規則に定められている免許状

取得に必要な単位を修得した人は、教員免許状を取得できます。また、佛教大学又は聖徳大学の通信教育課程を併修

することにより、小学校教諭免許状を取得することも可能です。ただし、計画的に履修しないと教育実習の履修資格を得

られず、免許状授与の要件を満たすことができなくなりますので、注意してください。

学科

免許状の種類・教科

必要な基礎資格
学士の学位を有すること

高等学校教諭
一種免許状

３体　　　育(２)

各免許状共通

英　　　語英　　　語 必要な区分
（法定単位）

本学における最低修得単位数

日本国憲法(２) ２
教

育

職

員

免

許

法

施

行

規

則

第
6
6
条
の
6
に
定
め
る
科
目

アジア言語学科

ヨーロッパ言語学科
コミュニケーション(２)

英語学科

（　）内に示す単位数は、教育職員免許法に定める

単位数であり、本学では上記「本学における最低修

得単位数」をすべて修得しなければ、卒業と同時に

免許状を取得することはできません。

各免許状共通

教育の基礎的理解に
関する科目等

（中学校27）（高校23）

教科及び教科の指導法に
関する科目

（中学校28）（高校24）

大学が独自に設定する科目
（中学校4）（高校12）

高　校
全教科

中学校
全教科

高　校
全教科

中学校
全教科

高　校
全教科

中学校
全教科

学部の履修規定をよく読んで

卒業要件単位数を満たすこと

＊取得希望校種・教科ごとに

修得すること

＊取得希望校種・教科ごとに

修得すること

外 国 語
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

３．必要な区分の詳細

単位数 最低修得単位数

２
２単位
必修

２
３単位
必修

４単位
必修

２単位
選択必修

数理、デー
タ活用及び
人工知能に
関する科目

ア

 データ・ＡＩと社会(２)
 データ・ＡＩ活用基礎(２)
 データ・ＡＩ活用実践（初級）(２)
 データ・ＡＩ活用実践（上級）(２)

情報機器の
操作

イ
 コンピュータ基礎実習（初級）(１)
 コンピュータ基礎実習（上級）(１)

注意事項

 １．３年次末までに全科目区分で最低修得単位数を修得しなければ、４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または
      「教育実習Ⅱ(２)」を履修することができません。

（１）教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
 　　〔日本国憲法・体育・外国語コミュニケーション・数理、データ活用及び
          人工知能に関する科目又は情報機器の操作〕

２

数理、データ活用及び人
工知能に関する科目又は

情報機器の操作
２

ア・イいずれか
２単位選択必修

 日本国憲法(２)

 健康科学講義(２)
 健康科学実習(１)

 ＜英語学科＞
 Intensive English ＡⅠ、ＡⅡ(各２)

 ＜ヨーロッパ言語学科、アジア言語学科＞
 基礎英語（コミュニケーション）Ⅰ(１)
 基礎英語（コミュニケーション）Ⅱ(１)
 基礎英語（コミュニケーション）Ⅲ(１)
 基礎英語（コミュニケーション）Ⅳ(１)
 初級英語（コミュニケーション）Ⅰ(１)
 初級英語（コミュニケーション）Ⅱ(１)
 初級英語（コミュニケーション）Ⅲ(１)
 初級英語（コミュニケーション）Ⅳ(１)
 中級英語（コミュニケーション）Ⅰ(１)
 中級英語（コミュニケーション）Ⅱ(１)
 中級英語（コミュニケーション）Ⅲ(１)
 中級英語（コミュニケーション）Ⅳ(１)
 上級英語（プレゼンテーション）Ⅰ(１)
 上級英語（プレゼンテーション）Ⅱ(１)
 上級英語（ディスカッション）Ⅰ(１)
 上級英語（ディスカッション）Ⅱ(１)
 上級英語ＰＬＵＳ（Ｓ＆Ｗ）Ⅰ(１)
 上級英語ＰＬＵＳ（Ｓ＆Ｗ）Ⅱ(１)

本学における開設授業科目等

授業科目（単位数）科　目

日本国憲法

体　　　育

外　国　語
コミュニケーション

免許法施行規則に定める科目区分
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（２）教育の基礎的理解に関する科目等

中学校 高校 中学校 高校

 教育の理念並びに教育に関する歴史
 及び思想

３年次末までに
修得すること

 教職の意義及び教員の役割・職務内
 容（チーム学校運営への対応を含
 む。）

３年次末までに
修得すること

 幼児、児童及び生徒の心身の発達及
 び学習の過程

３年次末までに
いずれか１科目
を修得すること

 特別の支援を必要とする幼児、児童
 及び生徒に対する理解

３年次末までに
修得すること
(注2)

 教育課程の意義及び編成の方法
 （カリキュラム・マネジメントを
 含む。）

 道徳の理論及び指導法
２単位
必修

－

 総合的な学習（探究）の時間の指導法

 特別活動の指導法

 教育の方法及び技術

 情報通信技術を活用した教育の理論
 及び方法

 生徒指導の理論及び方法

 進路指導及びキャリア教育の理論及
 び方法

 教育相談（カウンセリングに関する
 基礎的な知識を含む。）の理論及び
 方法

３年次末までに
修得すること

３年次末までに
修得すること

４単位
必修

２単位
必修

 教職実践演習 ２ ２

27 23 33 29

10

10

３年次末までに
修得すること

２単位
選択必修

 教育法規・教育行財政(２)

 教育課程論(２)

２単位
必修

選択

２単位
必修

４単位
必修

２単位
必修

 学級・学校経営の理論と方法(２)

２単位
選択必修

最低修得単位数 合　計

 教育実習事前指導(１)

 教職実践演習（中・高）(２)

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

 教育実習 ３５

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

８

２単位
必修

 教育相談の基礎と方法(２)
２単位
必修

 教育実習Ⅰ(４)
 教育実習Ⅱ(２)
 事後指導を含む

 特別活動論(２)

 道徳教育論(２)

２単位
必修

 総合的な学習の時間の指導法(２)
２単位
必修

 生徒・進路指導論(２)
２単位
必修

１単位
必修

 教育の方法と技術（情報通信技
 術の活用を含む）(２)

 教育方法の理論と実践（情報通
 信技術の活用を含む）(２)

単位数

 教職論(２)
２単位
必修

施行規則に定める科目区分

教育の基礎的理解に関する科目等
最低修得単位数

本学における開設授業科目等

授業科目（単位数） 備考

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

10

 教育社会学(２)

 教育原論(２)
 教育人間学(２)

 教育心理学(２)
 発達心理学(２)

 特別支援教育論(２)

 教育に関する社会的、制度的又は経
 営的事項（学校と地域との連携及び
 学校安全への対応を含む。）
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

注意事項

 １．最低修得単位数を超えた余剰単位及び選択科目の修得単位は、全校種・教科の「大学が独自に
 　　設定する科目」に充当できます。

 ２．中学校教諭免許状を取得する場合、２年次末までに「特別支援教育論(２)」を修得しなけれ
 　　ば、３年次に介護等体験を実施することができません。高等学校教諭免許状のみを取得する
 　　場合は、３年次末までに当該科目を修得してください。

 ３．中学校教諭免許状と高等学校教諭免許状の両方を取得希望の場合は、「教育実習Ⅰ(４)」を履
 　　修しなければなりません。「教育実習Ⅰ(４)」を修得することで、高等学校教諭免許状取得に
 　　必要な単位に振り替えます。

 ４．ドイツ語・フランス語・中国語の免許状を取得希望の場合について、当該教科での教育実習先
 　　の確保が困難な状況にあることから、代わりに英語で教育実習を行うことができます。英語で
 　　教育実習を行う場合は、３年次終了までに取得希望言語の「○○語科教育法１、２」と「英語
 　　科教育法１、２」の計８単位を修得してください。なお、日本語・コミュニケーション専攻の
 　　方のみ、中国語の代わりに国語で教育実習を行うことができます。国語で教育実習を行う場合
 　　は、３年次終了までに「中国語科教育法１、２」と「国語科教育法１、２」の計８単位を修得
 　　してください。

 ５．３年次末までに、教育実習の担当教科の言語において、次の要件を満たさなければ、４年次に
　　 「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。
 　　○英語…TOEIC L＆R 630点以上(または、その他の検定試験等において左記と同等レベル以上)
 　　○ドイツ語・フランス語・中国語…CEFRレベルB1以上
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　英語≫ 英語学科

中学校 高校 中学校 高校

英　　語
コミュニケーション

ア
 Introduction to British CultureⅠ(２)
 Introduction to British CultureⅡ(２)

イ
 Introduction to American CultureⅠ(２)
 Introduction to American CultureⅡ(２)

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

各
科
目
区
分
で
指
定
さ
れ
た
単
位
数
以
外
に
４
単
位
選
択
必
修

履修方法

最低修得単位数

本学における開設授業科目等

 ３．最低修得単位数を超えた余剰単位及び選択科目の修得単位は、中学校及び高校英語の「大学が独自に設定する科目」
 　　に充当できます。

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、３年次末までに「英語科教育法１(２)」及び
 　　「英語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修すること
 　　はできません。

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

施行規則に定める科目区分

選択必修

４単位
必修

選択必修

４単位
必修

合　計 合　計

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計

最低修得単位数

１単位
以上

１単位
以上

１単位
以上

１単位
以上

 Specialized English Studies (Academic English)Ⅰ(２)
 Specialized English Studies (Academic English)Ⅱ(２)
 Specialized English Studies (Creative Writing)Ⅰ(２)
 Specialized English Studies (Creative Writing)Ⅱ(２)

英語文学
 米文学Ⅰ(２)
 米文学Ⅱ(２)

 英米文学概論Ⅰ(２)
 英米文学概論Ⅱ(２)

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

４単位
以上

８単位
以上

異文化理解

科目
区分

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

英　語　学

各科目に含めることが
必要な事項

 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅰ(２)
 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅱ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅰ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅱ(２)
 English Lexis ＣⅠ(２)
 English Lexis ＣⅡ(２)

 Introduction to English LinguisticsⅠ(２)
 Introduction to English LinguisticsⅡ(２)

授業科目（単位数）

 英語科教育法３(２)
 英語科教育法４(２)

 英語科教育法１(２)
 英語科教育法２(２)

ア・イ
いずれか
４単位

選択必修

４単位
選択必修

20

８単位
必修
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　英語≫ ヨーロッパ言語学科

中学校 高校 中学校 高校

英　　語
コミュニケーション

異文化理解

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

 ４．「英語コミュニケーション」の特別英語に４単位の選択必修が設定されていますが、卒業には別途、特別英語を４単
　　 位修得する必要があります。

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

８単位
必修

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、英語の免許状のみ取得希望の場合は、３年次末
 　　までに「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または
 　　「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

１単位
以上

 英米文学概論Ⅰ(２)
 英米文学概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 米文学Ⅰ(２)
 米文学Ⅱ(２)

選択必修

４単位
必修

４単位
選択必修

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

英　語　学

 ３．最低修得単位数を超えた余剰単位及び選択科目の修得単位は、中学校及び高校英語の「大学が独自に設定する科目」
 　　に充当できます。

 異文化コミュニケーションⅠ(２)
 異文化コミュニケーションⅡ(２)

 英語科教育法３(２)
 英語科教育法４(２)

合　計 合　計

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

１単位
以上

２単位
選択必修

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計 20

各
科
目
区
分
で
指
定
さ
れ
た
単
位
数
以
外
に
６
単
位
選
択
必
修

 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅰ(２)
 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅱ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅰ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅱ(２)
 English Lexis ＣⅠ(２)
 English Lexis ＣⅡ(２)

選択必修

英語文学

 Introduction to English LinguisticsⅠ(２)
 Introduction to English LinguisticsⅡ(２)

１単位
以上

 特別英語(英語プレゼンテーションⅠ)(１)
 特別英語(英語プレゼンテーションⅡ)(１)
 特別英語(多読多聴Ⅰ)(２)
 特別英語(多読多聴Ⅱ)(２)

８単位
以上

４単位
以上

 英語科教育法１(２)
 英語科教育法２(２)

１単位
以上

施行規則に定める科目区分 本学における開設授業科目等

科目
区分

各科目に含めること
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数

履修方法

57



❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　ドイツ語≫ ヨーロッパ言語学科

中学校 高校 中学校 高校

ドイツ語
コミュニケーション

異文化理解

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

１単位
以上

ドイツ語学

４単位
必修

 ドイツ文学Ａ(近現代)Ⅰ(２)
 ドイツ文学Ａ(近現代)Ⅱ(２)

選択

４単位
必修

 専攻ドイツ語(会話)Ⅰ(２)
 専攻ドイツ語(会話)Ⅱ(２)
 専攻ドイツ語(会話)Ⅲ(２)
 専攻ドイツ語(会話)Ⅳ(２)

８単位
必修

合　計

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

施行規則に定める科目区分

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数

本学における開設授業科目等

 ドイツ語学Ａ(音声学・音韻論)Ⅰ(２)
 ドイツ語学Ａ(音声学・音韻論)Ⅱ(２)
 ドイツ語学Ｂ(意味論・文法論)Ⅰ(２)
 ドイツ語学Ｂ(意味論・文法論)Ⅱ(２)
 ドイツ語学Ｃ(ドイツ語史)Ⅰ(２)
 ドイツ語学Ｃ(ドイツ語史)Ⅱ(２)

選択

ドイツ文学
１単位
以上

 ドイツ文学概論(文学史)Ⅰ(２)
 ドイツ文学概論(文学史)Ⅱ(２)

 ドイツ語科教育法３(２)
 ドイツ語科教育法４(２)

 ３．選択科目の修得単位は、中学校及び高校ドイツ語の「大学が独自に設定する科目」に充当できます。

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、ドイツ語の免許状取得を希望し、英語で教育実習
 　　を行う場合、３年次末までに「ドイツ語科教育法１(２)」「ドイツ語科教育法２(２)」「英語科教育法１(２)」及び
 　　「英語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することは
 　　できません。
 　　ドイツ語で教育実習を行う場合は、３年次末までに「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育法２(２)」を修得する必
 　　要はありません。

４単位
必修

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計 20

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

８単位
以上

４単位
以上

 ドイツ語科教育法１(２)
 ドイツ語科教育法２(２) ８単位

必修

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

１単位
以上

 ドイツ文化概論(歴史)Ⅰ(２)
 ドイツ文化概論(歴史)Ⅱ(２)

１単位
以上

 ドイツ語学概論Ⅰ(２)
 ドイツ語学概論Ⅱ(２)

合　計
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　フランス語≫ ヨーロッパ言語学科

中学校 高校 中学校 高校

フランス語
コミュニケーション

異文化理解

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計 20

 フランス語科教育法３(２)
 フランス語科教育法４(２)

合　計 合　計

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、フランス語の免許状取得を希望し、英語で教育実
 　　習を行う場合、３年次末までに「フランス語科教育法１(２)」「フランス語科教育法２(２)」「英語科教育法１(２)」
 　　及び「英語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修するこ
 　　とはできません。
 　　フランス語で教育実習を行う場合は、３年次末までに「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育法２(２)」を修得する
 　　必要はありません。

 ３．選択科目の修得単位は、中学校及び高校フランス語の「大学が独自に設定する科目」に充当できます。

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

８単位
以上

４単位
以上

 フランス語科教育法１(２)
 フランス語科教育法２(２) ８単位

必修

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 １単位

以上

 専攻フランス語(会話)Ⅰ(２)
 専攻フランス語(会話)Ⅱ(２)
 専攻フランス語(会話)Ⅲ(２)
 専攻フランス語(会話)Ⅳ(２)

８単位
必修

１単位
以上

 フランス文化概論Ⅰ(２)
 フランス文化概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 フランス語学概論Ⅰ(２)
 フランス語学概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 フランス語学Ａ(音声学・音韻論)Ⅰ(２)
 フランス語学Ａ(音声学・音韻論)Ⅱ(２)
 フランス語学Ｂ(統語・意味論)Ⅰ(２)
 フランス語学Ｂ(統語・意味論)Ⅱ(２)

選択

フランス文学
１単位
以上

 フランス文学概論Ⅰ(２)
 フランス文学概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 フランス文学ＡⅠ(２)
 フランス文学ＡⅡ(２)
 フランス文学ＢⅠ(２)
 フランス文学ＢⅡ(２)

選択

フランス語学
１単位
以上

施行規則に定める科目区分 本学における開設授業科目等

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　国語≫ アジア言語学科

中学校 高校 中学校 高校

漢　文　学

書　　　道
(書写を中心とする。)

１単位
以上

ー
２単位
必修

ー

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、国語の免許状のみ取得希望の場合は、３年次末
 　　までに「国語科教育法１(２)」及び「国語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または
 　　「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

 ３．最低修得単位数を超えた余剰単位及び選択科目の修得単位は、中学校及び高校国語の「大学が独自に設定する科目」
      に充当できます。

 国語科教育法３(２)
 国語科教育法４(２)

合　計 合　計

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

20

各
科
目
区
分
で
指
定
さ
れ
た
単
位
数
以
外
に
、

中
学
校
は
６
単
位
選
択
必
修
、
高
校
は
８
単
位
選
択
必
修

 日本語学概論Ⅰ(２)
 日本語学概論Ⅱ(２)
 日本語文法Ⅰ(２)
 日本語文法Ⅱ(２)
 日本語文法Ⅲ(２)
 日本語史(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本語論）Ⅰ(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本語論）Ⅱ(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本語論）Ⅲ(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本語論）Ⅳ(２)

選択必修

国　文　学
（国文学史を含む。）

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

８単位
以上

４単位
以上

 国語科教育法１(２)
 国語科教育法２(２)

８単位
必修

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　語　学
(音声言語及び文章表現
に関するものを含む。)

１単位
以上

 日本語学入門(２)
 日本語表現法(２)
 日本語音声学(２)

６単位
必修

１単位
以上

 漢文学概論(２)
２単位
必修

 書道(２)

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計

 日本文学入門(２)
 日本文学概論(２)

４単位
必修

 日本文学論Ⅰ(２)
 日本文学論Ⅱ(２)
 日本文学論Ⅲ(２)
 日本文学史(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本文学）Ⅰ(２)
 日本語・コミュニケーション専門セミナー（日本文学）Ⅱ(２)

選択必修

１単位
以上

施行規則に定める科目区分 本学における開設授業科目等

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数

履修方法
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　英語≫ アジア言語学科

中学校 高校 中学校 高校

英　　語
コミュニケーション

異文化理解

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

 ４．「英語コミュニケーション」の特別英語に４単位の選択必修が設定されていますが、卒業には別途、特別英語を４単
　　 位修得する必要があります。

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、英語の免許状のみ取得希望の場合は、３年次末
 　　までに「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または
 　　「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

 ３．最低修得単位数を超えた余剰単位及び選択科目の修得単位は、中学校及び高校英語の「大学が独自に設定する科目」
　　 に充当できます。

 英語科教育法３(２)
 英語科教育法４(２)

合　計 合　計

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

８単位
以上

４単位
以上

 英語科教育法１(２)
 英語科教育法２(２) ８単位

必修

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計 20

各
科
目
区
分
で
指
定
さ
れ
た
単
位
数
以
外
に
６
単
位
選
択
必
修

 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅰ(２)
 英語学Ａ(英語音声学・音韻論)Ⅱ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅰ(２)
 英語学Ｂ(英語統語・意味論)Ⅱ(２)
 English Lexis ＣⅠ(２)
 English Lexis ＣⅡ(２)

選択必修

英語文学
１単位
以上

 英米文学概論Ⅰ(２)
 英米文学概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 米文学Ⅰ(２)
 米文学Ⅱ(２)

選択必修

英　語　学

１単位
以上

施行規則に定める科目区分 本学における開設授業科目等

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数

履修方法

 異文化理解概論(２)
 アジアの英語(２)

 Introduction to English LinguisticsⅠ(２)
 Introduction to English LinguisticsⅡ(２)

４単位
必修

１単位
以上

 特別英語(英語プレゼンテーションⅠ)(１)
 特別英語(英語プレゼンテーションⅡ)(１)
 特別英語(多読多聴Ⅰ)(２)
 特別英語(多読多聴Ⅱ)(２)

４単位
選択必修

１単位
以上

２単位
選択必修
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❖ 教職課程（2023年度入学者）

（３）教科及び教科の指導法に関する科目

　≪中学校・高校　中国語≫ アジア言語学科

中学校 高校 中学校 高校

中国語
コミュニケーション

４単位
必修

選択

28 24 28 24

注意事項

 ３．選択科目の修得単位は、中学校及び高校中国語の「大学が独自に設定する科目」に充当できます。

１単位
以上

異文化理解  中国文化論ＢⅠ(２)
 中国文化論ＢⅡ(２)
 中国文化論ＣⅠ(２)
 中国文化論ＣⅡ(２)

選択

 中国語科教育法３(２)
 中国語科教育法４(２)

 中国文化概論Ⅰ(２)
 中国文化概論Ⅱ(２)

４単位
必修

 教科に関する専門的事項　最低修得単位数　小 計 20

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

８単位
以上

４単位
以上

 中国語科教育法１(２)
 中国語科教育法２(２) ８単位

必修

８単位
必修

合　計 合　計

 １．「教科に関する専門的事項」について、３年次末までに最低修得単位数20単位のうち、16単位以上を修得していないと
 　　４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。

 ２．「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について、中国語の免許状取得を希望し、英語で教育実習を行う
       場合、３年次末までに「中国語科教育法１(２)」「中国語科教育法２(２)」「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育
       法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。
       また、中国語の免許状取得を希望し、国語で教育実習を行う場合、３年次末までに「中国語科教育法１(２)」「中国語
       科教育法２(２)」「国語科教育法１(２)」及び「国語科教育法２(２)」を修得していないと４年次に「教育実習Ⅰ(４)」
       または「教育実習Ⅱ(２)」を履修することはできません。
 　　中国語で教育実習を行う場合は、３年次末までに「英語科教育法１(２)」及び「英語科教育法２(２)」、または「国語
 　　科教育法１(２)」及び「国語科教育法２(２)」を修得する必要はありません。

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

中国語学
１単位
以上

 中国語学概論Ⅰ(２)
 中国語学概論Ⅱ(２)

 中国文学概論Ⅰ(２)
 中国文学概論Ⅱ(２)

 中国文学ＡⅠ(２)
 中国文学ＡⅡ(２)
 中国文学ＢⅠ(２)
 中国文学ＢⅡ(２)

１単位
以上

 専攻中国語(会話)Ⅰ(２)
 専攻中国語(会話)Ⅱ(２)
 専攻中国語(会話)Ⅲ(２)
 専攻中国語(会話)Ⅳ(２)

４単位
必修

 中国語学ＡⅠ(２)
 中国語学ＡⅡ(２)
 中国語学ＢⅠ(２)
 中国語学ＢⅡ(２)

選択

中国文学
１単位
以上

４単位
必修

選択

施行規則に定める科目区分 本学における開設授業科目等

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項

最低修得単位数
授業科目（単位数）

最低修得単位数
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（４）大学が独自に設定する科目

中学校 高校

高　　　校
全　教　科

 道徳教育論(２) －
２単位
必修

中　学　校
高　　　校
全　教　科

 学校インターンシップ(２)
 教職ゼミナールⅡＡ(２)
 教職ゼミナールⅡＢ(２)
 教職ゼミナールⅢＡ(２)
 学校経営と学校図書館(２) ※
 学校図書館メディアの構成(２) ※
 学習指導と学校図書館(２) ※
 読書と豊かな人間性(２) ※

選択
選択
必修

合　計 ４ 12 ０ ６

注意事項

 ４．ヨーロッパ言語学科及びアジア言語学科において、高校の複数の免許状取得を希望する場合は、教科
 　　ごとに最低修得単位数を満たす必要があります。

 ３．高校については、「教育の基礎的理解に関する科目等」で６単位の余剰が生じるため、免許状取得にあ
 　　たり必要な「大学が独自に設定する科目」は、必修の「道徳教育論(２)」を含め６単位です。「大学が
 　　独自に設定する科目」の単位は、上表の選択必修科目を修得するか、他の科目区分の余剰単位及び選択
 　　科目の修得単位を充当することで満たすことができます。

 １．最低修得単位数を超えた「教育の基礎的理解に関する科目等」「教科及び教科の指導法に関する科目」
 　　の余剰単位及び選択科目の修得単位を「大学が独自に設定する科目」に充当することができます。

 ５．※は司書教諭資格の取得に関する科目です。資格の詳細は外国語学部の『履修要項』で確認してくださ
 　　い。

合　計

４
大学が独自に
設定する科目

 ２．中学校については、「教育の基礎的理解に関する科目等」で４単位以上の余剰が生じるため、免許状取
 　　得にあたり上表の「大学が独自に設定する科目」を修得しなくても満たすことができます。

12

免許法施行規則に定める
科目区分 授業科目（単位数）

本学における開設授業科目等単位数

高校中学校
免許状の

種類・教科

最低修得単位数
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